
第 1号様式

長 岡 市́ 長 森 民夫 様

平成 25年度

平成 25年度 長岡市地域コ

平成 25年 4月 26日

〒 91417-0121015

申請者 住  所__量皿市山古奏虫亀■_3_ヱ _■益地1_____

団 体
r~撻

菱賞型着勲岬 防災ZL織

ミュニティ事業補助金の交付を受けたいので、次のとおり申請します。

やまこし夏祭 り

事 業 概 要

【目的】

中越大震災より復興にむけて歩みつづけている山古志地域の住民が一同に会し

て楽しむ場を設けることで、よリー層の連帯意識を高め、今後の地域活性化の一助

になることを目的とします。

【内容】

お盆期間中(8月 17日 (土)を予定)に 山古志地域全体の「夏祭り」を企画、設営

し、各集落どうし又は、帰省している山古志出身者との交流を図り、山古志の夏を

楽しんでいただきます。会場内(山古志支所前を予定)には、地域内外から出店者(飲

食及びお土産等)を集い、しめくくりに盆踊りを行います。

補 助 申 請 額 下記 (Dの額を記入 5 0 0 0 0 円

補 助 申 請 額

算 出 の 基 礎

支出の部合計ω     補助対象外経費(B)   補助対象経費(C)

187,500円 1871500円

事業を実施することによって得られる収入

の うち、補助対象経費に充てるもの

(C)一①)=補助金算出対象額   (補助率)

187、 500円

特定財源(D)

0円

補助金額 (E)

×   80%   = L__二 __三
df号

里堅せ」

補助金額 (E)の千円未満切 り捨てた額 (F)

※金額の上限は50万円です

150,000円

0円

事業期 間 (予 定 ) 平 成 25年 8月 17日 平 成 25年 8月 17日

添 付 書 類 団体の概要説明書 (第 2号様式)

事業計画書 (第 3号様式)

事業の収支予算書 (第 4号様式)

○

○

○



1.申 請団体の概要および申請事業の計画等【公開対象】

あヽ り が な 特定非営利活動ほうじんちゅうえつばうさいふろんてぃあ

団 体 名 特定非営利活動法人中越防災フロンティア

代 表 者 氏 名 (肩書 :理事長 )田 中 仁

設 立 年 月 日 昭和 ・ 匪団  18年 8月 28日 構 成 員 数 22人

設  立  目  的

中越地域における被災地住民の生活再建を復興事業を通じて支援する
とともに、その過程において得た知識日経験を、地域の総合的な防災力
の向上に資することを目的とする。

これまでの活動実績

1、 現地調査、防災研究事業、被災地案内事業
2、 クローバーバス運行事業

3、 雪かき道場事業

4、 情報発信事業

過去の補助実績
(該 当する場合のみ)

年度 1    補助を受けた制度の名称    1  補助金額 (円 )

25 1山 古志・太田地区クローバーバス事業補助金 15,847,000

添
付
資
料

事 業 計 画 ・別添「第3号様式 事業計画書」のとおり

収 支 予 算 等 口別添「第4号様式 事業の収支予算書」のとおり

その他、団体をPR
するパンフレット等 固 銀

小
(どちらかに○印)

第2号様式

平成25年度  長岡市地域コミュニティ事業補助金申請団体の概要

※ 個人情報保護の観点から、広く公開してもよいもあなら“公開"に、そうでないものは“」卜公開"にO
を付けてください。

※ 2の添付資料(名 簿類・規約類)については、交付審査の際の資料として審査関係者に提示する場
合があります。

受付 No 2

2.申請団体の連絡先等【公開、非公開を選択※】

事 務 所 所 在 地 長岡市山古志虫亀3373番地 1 国 ・非公開

電 話・FAX番 号 等
電話 :0258-59-2308  FAX:0258-59-2305 【□・非柵
Eメールアドレス info@c―bosai―fronjer_in

担 当 者 連 絡 先

氏 名 訟 開 ・
四

住 所

電話・FAX番号等

添
付
資
料

名簿またはこれに

類するもの
・別添のとおり 嘔壺団‐非公爾

規約またはこれに

類するもの
口別添のとおり 優菱団・非珊



第3号①様式

事 業 計 画 書

名業事 やまこし夏祭 り

的目の

ヽ
‐
‐
‐
‐
ノ

施
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題
難
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目
現
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業

〆
―
―
ｌ
ｔ

事

【目的 。現状・必要性】
かつて山古志では、住民が楽しむ地域全体のイベン トとして、毎

年夏に運動会形式の「村民レクリエーション」力`行われていたが、

高齢化や人口減に伴 う参加者減少により開催されなくなり、それに

より全地域の住民が集い交流する場が失われてしまった。

そこで、地域の誰もが気軽に参加でき一同に会 して楽 しめる場と

して、地域全体の夏祭 りを実施 し、老若男女が集まる集落を超えた

大規模な交流の機会 とすることで、さらなる連帯意識を醸成 し、地

域活性化を図る。

容内業事

ヽ

―

―

リ等

日

所

数

容

月

場

者

内

施

施

加

施

実

実

参

実

κ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ヽ

実施月日 :平成 25年 8月 17日 (土 )

実施場所 :山古志支所前駐車場

参カロ者数 :300名 を想定

実施内容 :①地域内外から募集した出店者による飲食物の提供

②のど自慢 (カ ラオケ)大会の実施

③盆踊り大会の実施

業

ル

事

一

の

ユ

度

ジ

年

ケ

本

ス

平成 25年  7月 上旬  出店者の募集
7月 中旬  出店者の確定
7月 下旬  ポスター・チラシ作製
8月 上旬  出店者の打ち合わせ、チラシ全戸配布
8月 17日  夏祭 り当日

(11:00～ 17:00を 予定)

地域活性化の波及性

・山古志地域全住民を対象にすることで、集落を超えた交流がで

き、連帯意識が高まる。今後の地域活動において一体感をもつ

て取 り組めるようになる。
・お盆期間中に開催することで、帰省客との交流ができ、にぎわ

いが生まれる。

※ 事業の内容は、詳細に記載してください。(別紙も可)



第4号様式

収入の部

事 業 の 収 支 予 算 書
(単位 :円 )

項  目 予算額 内 訳

地域コミュニティ事業補助金(F) 150,000

己

金

自

資

37,500

特

定

財

源

寄附金

参加費

その他収入金

/1ヽ  言十(D)

そ の

他

△
ロ 計 187,500

項  目 予算額 内 訳

補

助

対

象

経

費

使用料 185,400
・テント@9,450*7  ・テーブル@1,050*30
ロイス@210*90 ・やぐら賃借料 30,000

・カラオケ機器、カキ氷機 38,850

役務費 2,100 臨時出店保険掛金1日

/1ヽ  言十(C) 187,500

補

助

対

象

外

経

費 小 計 (B)

合  計 (A) 187,500

支出の部 (単位 :円 )

※ 項目欄が不足する場合は、同類の項目をまとめて記入し、細目は別紙に記載してご提出ください。



特定非営利法人中越防災フロンティア

役員名簿 (平成 25年 3月 2日 現在 )

田中仁

樺澤和幸

田中康雄

五十嵐誠

稲垣文彦

上村靖司

菊入隆夫

澤田雅浩

高野徳義

高野裕

星野勇

森山重信

丸井英明

青木勝

木村拓郎

大林厚次

大川秀雄

西澤輝泰

松本昌二

丸山暉彦

山口壽道

山古志商工会会長、山古志地域委員

山古志地域委員会 委員長

(有)山古志清掃代表取締役 、山古志地域委員

(株)大久保土建取締役社長

(社)中越防災安全推進機構復興デザインセンター長

長岡技術科学大学機械系准教授

濁沢地区町内会長

長岡造形大学准教授

(有 )山古志自動車代表取締役会長

(株ン 一ヾトナーズプロジェクト代表取締役

山古志住民会議代表

太田地区連合町内会長

新潟大学災害・復興科学研究所長

元 山古志支所長

一般社団法人減災・復興支援機構理事長

(社)北陸建設弘済会理事長

新潟大学工学部教授

新潟大学名誉教授

新潟大学名誉教授

長岡技術科学大学名誉教授

(社)中越防災安全推進機構事務局長



特定非営利活動法人中越防災フロンティア定款

第1章 総 則

(名 称 )

第 1条 この法人は、特定非営利活動法人中越防災フロンティア (以下「本会」という)と いう。

(事務所 )

第 2条 本会の主たる事務所を新潟県長岡市に置く。

2 総会の議決を経て、従たる事務所を必要な地に置くことができる。

1                第2章 目的及び事業

|  (目  的 )

1  第 3条 本会は、中越地域等における被災地住民の生活再建を、復興事業を通 じて支援するとと

一ヽ  1    1写 乞『

の過程において得た知識 コ経験を、地域の総合的な防災力の向上に資することを目的

|  (特 定ヨト営利活動の種類)

1  第 4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる種類の特定非営利活動を行う。

|   (1)保 健、医療又は福祉の増進を図る活動

|   (2)社 会教育の推進を図る活動

|   (3)ま ちづくりの推進を図る活動
`   (4)学 術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

|   (5)環 境の保全を図る活動

(6)災害救援活動

(7)地域安全活動

(8)国際協力の活動

(9)子どもの健全育成を図る活動

|   (10)情 報化社会の発展を図る活動
|   (11)経 済活動の活性化を図る活動
|   (12)職 業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動

(13)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

(事 業)

第 5条 本会は、第 3条の目的を達成するために、次の特定非営利活動に係る事業を行う。

(1)現地調査・防災研究事業

2)防災体験・学習事業
3)情報発信事業
4)その他第 3条の目的を達成するために必要な事業

第 3章 会 員

(種 別)

第 6条 本会の会員は、次の 3種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法 (以下「法」とい

う。)上の社員とする。

(1)正 会 員    本会の目的に賛同し、本会の活動及び事業を推進する個人及び団体

(2)個人賛助会員  本会の目的に賛同し、本会の活動を援助する個人

(3)団体賛助会員  本会の目的に賛同し、本会の活動を援助する団体



(入 会 )

第 7条 会員として入会 しようとする者は、理事長が別に定める入会申込書により理事長に提出
し、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。2 入会は、理事長が可否を決定 した時は、理事長が本人に通知するものとする。

(年会費)

第 8条 会員は、理事会において別に定める年会費を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失)

第 9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)本人から退会の申出があったとき。

本人が死亡し、又は会員である団体が消滅 したとき。
(3)正当な理由なく年会費を滞納し、催告を受けてもそれに応じず、納入しないとき。(4)除名されたとき。

(退 会)

第 10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。

(除 名 )

第 11条 会員が、次の各号の―に該当するに至ったときは、総会に出席 した正会員の 3分の 2以
上の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対 し、議決の前に弁明
の機会を与えなければならない。
(1)こ の定款等に違反 したとき。
(2)本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(拠出金品の不返還)

第 12条 既に納入した年会費及びその他の拠出金品は、これを返還 しない。

第 4章 役員 口顧間 口運営委員会及び職員

(種別及び定数)

第 13条 本会に次の役員を置く。
(1)理事   3名 以上30名 以内
(2)監事   1名 以上 2名以内

2 理事のうち、1名 を理事長、 1名 を副理事長とする。

(選任等)

第 14条 理事及び監事は、理事会において正会員の中から選任する。2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。

どi3詈襲墓言よム装長乗覆貰富慇毅精ぜ碁分†
ドできない。

(職 務)

第 15条 理事長は、本会を代表し、その業務を総理する。
2を

記馨事暑F｀

理事長を補佐 し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、その職務

1 菫璽lil褒言倉隼言壁墓≧鼻9F款
の定めみび理事会の議決にもとづき、業務を執行する。

(1)理事の業務執行の状況を監査すること。
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、理事会の議決を経て理事長が別に定める。



第 5章 総 会
.

(種 別)

第 23条 本会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

(構 成)

第 24条 総会は、正会員をもって構成する。

(権 能)

第 25条 総会は、以下の事項について議決する。
(1)定款の変更
(2)解散
(3)合併

(開 催)

第 26条 通常総会は、毎年 1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
_       (2)正 会員総数の5分の 1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請

求があったとき。
(3)第 15条第4項第 4号の規定により、監事から招集があったとき。

(招 集)

第 27条 総会は1前条第 2項第 3号の場合を除き、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第 2項第 1号及び第 2号の規定による請求があったときは、その日から30日
以内に臨時総会を招集しなければならない。

3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少
なくとも5日前までに通知しなければならない。

(議 長)

第 28条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選任する。

(定足数)

第 29条 総会は、正会員総数の 2分の 1以上の出席がなければ開会することができない。

(議 決)~     
第 30条 総会における議決事項は、第 27条第 3項の規定によってあらかじめ通知した事項とす

る。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した理事の 2分の 1以上の同意があった場合は、
この限りではない。

2 総会の議事は、この定款に別に定めるもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、
可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権等)

第 31条 各正会員の表決権は、平等とする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について
書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。

3 前項の規定により表決した正会員は、前 2条及び次条第 1項の適用については、総会に出席
したものとみなす。

4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることがで
きない。

(議事録)

第 32条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。



(1)日 時及び場所
(2)正会員総数及び出席者数 (書面表決者及び表決委任者がある場合にあって1よ、付記すること。)

(3)審議事項

|:;肇曇鼻彗暑実雰蓮怪ビ画李9璽暑
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、ければならない。

第 6章 理事会

(構 成)

第 33条 理事会は、理事をもって構成する。

(権 能)

第 34条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。(1)総会に付議すべき事項

li13言曇言:Ii曇i言
整[|こ零広皇露項

|:1筆曇聾雰星

及び解任、職務及び報酬

(7)借入金 (その事業年度内の収入をもっ

源優曇

する短期借入金を除く。第 52条において同

|:1言 :晏多星曇増33墨ξ
『

fi菫爵言1:に関する事項

(開 催)

第
T青 徊 菫警理駐11翼易

該当する場合に開催する。
(こ

七署霧霙芳肇兵祟91だきどF会
議の目的である事項を記載した書面または電子メールを

(3)第 15条竿4項第 5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

(招 集)

第 36条 理事会は、理事長が招集する。
2理
菫曇[繕皇電寒霧λttl電1:]の

規定による請求があったときは、その日から14日以内に
3メ壁露倉3誓零「ふ暮言讐≧吉雷撃呈薯た信卯し遍諄飛ば雇雪霜「「

記載した書面または電子

(議 長)

第 37条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

(議 決)

軍 羅 評
蝠 獄 r驚躍 脈嫁源rilぉ書誓祟とな露壕喜

2に

菅看倉

の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところ

その数を

押印 しな



(表決権等)

第 39条 各理事の表決権は、平等とする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について
書面または電子メールをもって表決することができる。

3 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第 1項の適用については、理事会に出席し
たものとみなす。

4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることがで
きない。

(議事録)

第 40条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日 時及び場所
(2)理事総数、出席者数及び出席者氏名 (書面表決者にあつては、その旨を付記すること。)

(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しな
ければならない。

第 7章 資産及び会計

(資産の構成)

第 41条 本会の資産は、次の各号に掲げるものをもつて構成する。
1

2
3

設立当初の財産目録に記載された資産

年会費

寄付金品

(4)財産から生ずる収入

(5)事業に伴う収入

(6)その他の収入

(資産の管理)

第 42条 本会の資産は、理事長が管理 し、その方法は、理事会の議決を経て、理事長が別に定め
る。

ヽ ′
 量tlg哩 の会計は、法第 四 条各号喘 げる剛 に従つ術 うものとする。

(事業計画及び予算)

第 44条 本会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が作成し、理事会の議決を経なけれ
ばならない。

(暫定予算)

第 45条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、
理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。

2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(予備費の設定及び使用)

第 46条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算の中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

(予算の追カロ及び更正)

第 47条 予算作成後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加



1  
又は更正をすることができる。

|  (事業報告及び決算)

1磯 仄 撫 、儡 満F嚢舌戦 l躍轍 識 屋
1  2 決算上余剰金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

|  (事業年度)

1  第 49条 本会の事業年度は、毎年4月 1日 に始まり翌年 3月 31日 に終わる。

| (臨 機の措置)

1第:延L駿騒戦 ■■暑通、犠汗製 験、矯製鳴t義
務の負担を吹又

1            第8章 定款の変更、解散及び合併

定す管霞雫お璽名を藤ま暑?嘉墓澤:峯肇:鷹警|;

‐   11;讐 蓬2言寧暫曇省

従たる事務所の所在地 (所轄庁の変更を伴わないもの)

|  (3)公 告の方法

(解 散)

1 
第
T秀 選雪訟積恣

に掲げる事由により解散する。

|   |:1是 曇菖藤彙言

定非営利活動に係る事業の成功の不能

:    |:;息僅
‐  21i::IF「菫畠麗訴9栗曇無解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なけ
V` 3 

第 1項第 2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

(残余財産の帰属)

聯 鮮胤讐濶 :重きな 脱込蹴 織 端 課1轍誉
(合 併)

1  

第
設ミ♂鷺課お碁著虐:庁乳畠暮言績:で

会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、

第 9章 公告の方法

(公告の方法)

第 55条 本会の公告は、本会の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。



第 10章 雑 則

(細 則)

第 56条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。

附 則
1 この定款は、本会の成立の日から施行する。
2 本会の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。

理 事 長

副理事長

理  事

同

同

同

同

同

同

同

同

同

同

同

同

同

同

同

同

同

同

丸井 英明

丸山 結香

伊藤 忠雄

稲垣 文彦
江村 隆三

大川 秀雄
金子 武夫
上村 靖司

澤田 雅浩

高野 裕
西澤 輝泰

野村 敏雄

原 敏明

樋口 榮治
平井 邦彦

深澤 大輔

福田 伸宏

松本 昌ニ

丸山 暉彦

宮寄 光弘

和田 惇

事   丸山 美紀
同     山口 壽道

3 本会の設立当初の役員の任期は、第 16条第 1項の規定にかかわらず、成立の日から平成 20
年3月 31日 までとする。

4 本会の設立当初の事業計画及び収支予算は、第 44条の規定にかかわらず、設立総会の定める
ところによるものとする。

5 本会の設立当初の事業年度は、第 49条の規定にかかわらず、成立の日から平成 19年 3月 31
日までとする。

6 本会の設立当初の年会費は、第 8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
年会費 正 会 員 (個人・団体)5,ooo円/年

個人賛助会員
団体賛助会員

31000円 /年
10,000円 /年 (― 口以上)
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